
 

特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 概要 
 

 
少子高齢化・人口減少時代において大都市に求められる対応 

 二重行政を解消し効率的・効果的な行政運営を確保 
 中枢都市として更なる都市機能を発揮 

 
 

 〔現行制度＝二層制〕      〔特別市の設置〕 
 
 
 

 
 

※実際には４の法制上の措置に基づき設置 
 
 
⑴ 特別市は都道府県/市町村の事務処理の一元化による効率的・機動的な行政運営を実現 
⑵ 都道府県は市区町村の補完・支援事務や広域行政等に集中、特別市域外の持続可能な行政運営を確立 
⑶ 国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資する。 
⑷ 都道府県/市区町村の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮 
⑸ 特別市の住民の意見が行政運営に適切に反映されるよう配慮 

 
 
・ 政府は、５の基本方針に基づき、特別市制度整備のための法制上、財政上、税制上の措置を実施 
・ このうち法制上の措置は、法施行後 1 年以内を目途に実施 

 
 
⑴ 地方公共団体としての区分 
  特別市は、地方自治法上の特別地方公共団体とする。 

⑵ 特別市の設置手続  
 
 
 

⑶ 特別市の組織 
 ・ 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置く。 
 ・ 条例で区を設けた上で、市長が議会の同意を得て選任する区長を置く。 
 ・ 議会に区ごとに選出された議員で構成される常任委員会を設ける（＝住民代表機能の強化）。 

⑷ 特別市の事務等 
 ・ 地域における事務その他の都道府県/市町村の事務(連絡調整事務等を除く)を処理することが原則 
 ・ 一方で、広域行政については、都道府県と連携調整を図り、共同処理も可能とする。 
 ・ 周辺市区町村を含む地域全体の活性化を図るための事務について、広域連携を推進する。 

⑸ 特別市の設置に当たって必要となる措置 
 ・ 国及び都道府県の連携調整の仕組みの整備等、広域行政体制の整備 
 ・ 特別市及び残存都道府県の財源の均衡化のための財政調整制度その他の税財政上の措置の検討 

 

１ 趣旨・目的 
指 定 都 市 制 度 

特 別 区 制 度 

特 別 市 制 度 

新たな大都市制度の
オプションを整備、 
地域の実情に応じて
選択できるように 

２ 特別市の定義・要件 

    都道府県 
指定都市 

 市区町村 行政区 

特別市 

行政区  

都道府県 

３ 基本理念 

４ 法制上の措置等 

５ 基本方針 

関係指定都市等・都道府県

【特徴】都道府県に包括されない一層制の 
地方公共団体 

 

【人口規模】 
①人口 100 万以上の指定都市 
②指定都市＋隣接市町村で人口 100 万以上 
③指定都市＋隣接市町村＋再隣接市町村で 
 人口 100 万以上 市区町村 

協議会の設置 議会の承認 住民投票 共同申請 国会承認 内閣が決定 

関係指定都市等・都道府県 関係指定都市等 関係指定都市等・都道府県

協定書を作成 地方選挙との同時実施禁止 
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特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案要綱 

 

第１ 総則 

１ 目的                          （第１条関係） 

  この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の

社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等

が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確

保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進され

るよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となって

いることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び

基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中

的に推進することを目的とする。 

 

２ 定義                          （第２条関係） 

⑴ この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 

① 指定都市であって、その人口が 100 万以上のもの 

② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、そ

の人口の合計が 100 万以上のもの 

③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接す

る市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が 100 万以

上のもの 

⑵ この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道

府県をいう。 

⑶ この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該

関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的

な地方公共団体（以下「特別市」という。）を置くことをいう。 

 

３ 基本理念                        （第３条関係） 

⑴ 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市とな

る区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組み

を整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を

図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければ

ならない。 

⑵ 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市

の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区

の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な

施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域にお

ける持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与する



2 

ことを旨として、行われなければならない。 

⑶ 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅

力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会（人口及び行政、経済、

文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわ

たり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生か

して発展している社会をいう。）の実現に資することを旨として、行われなけ

ればならない。 

⑷ 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により

当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き

包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されな

ければならない。 

⑸ 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見

がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 

 

４ 国の責務等                       （第４条関係） 

⑴ 国は、３の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進す

る責務を有する。 

⑵ 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共

団体の意見に配慮しなければならない。 

 

５ 地方公共団体の責務                   （第５条関係） 

  地方公共団体は、３の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備

の推進に協力する責務を有する。 

 

６ 法制上の措置等                     （第６条関係） 

  政府は、第２の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進す

るものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置

を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、

この法律の施行後１年以内を目途として講ずるものとする。 

 

第２ 基本方針 

１ 特別市の地方公共団体としての区分            （第７条関係） 

  特別市は、地方自治法第１条の３第１項の特別地方公共団体とするものとす

る。 

 

２ 特別市の設置の手続                   （第８条関係） 

  政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備

するものとする。 
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⑴ 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府

県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとする

こと。 

⑵ ⑴の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に

当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 

① 地方自治法第 252 条の２の２第１項の規定により、特別市の名称及び区

域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書（②において

「特別市設置協定書」という。）の作成その他特別市の設置に関する協議を

行う協議会（②において「特別市設置協議会」という。）を設置すること。 

② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議

会の承認を得ること。 

⑶ 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において⑵②の承認が得ら

れた場合において、⑴の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に

当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付

し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 

⑷ ⑶の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職

選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。

ただし、⑶の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関

係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日

の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとするこ

と。 

 

３ 特別市の組織                      （第９条関係） 

  政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するも

のとする。 

⑴ 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 

⑵ 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区

を設けるものとすること。 

⑶ ⑵の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとするこ

と。 

⑷ 議会に、⑵の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会

を設けるものとすること。 

 

４ 特別市の事務等                     （第 10 条関係） 

  政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するも

のとする。 

⑴ 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政

令により普通地方公共団体が処理することとされるもの（地方自治法第２条
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第５項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関

する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関

して行うものを除く。）を処理することを原則とするものとすること。 

⑵ 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるも

のの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必

要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 

⑶ 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るた

めの事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推

進するものとすること。 

 

５ 特別市の設置に当たって必要となる措置          （第 11 条関係） 

政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置

を講ずるものとする。 

⑴ 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及

び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な

措置を講ずるものとすること。 

⑵ 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった

都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他

の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものと

すること。 

 

第３ 施行期日                         （附則関係） 

この法律は、公布の日から施行する。 
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る
事
務
等
の
処
理
に
集
中
す
る
こ
と
で
□
特
別
市
の
区
域
以
外
の
地
域
に
お
け
る
持
続
可

能
な
行
政
運
営
の
確
立
を
図
り
□
も
□
て
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
□
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

３ 

特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
の
推
進
は
□
国
際
競
争
力
が
高
く
個
性
豊
か
で
魅
力
あ
る
都
市
の
形
成
を
図
る
と
と

も
に
□
多
極
分
散
型
社
会
□
人
口
及
び
行
政
□
経
済
□
文
化
等
に
関
す
る
機
能
が
特
定
の
地
域
に
過
度
に
集
中
す
る
こ
と
な

く
国
土
の
全
域
に
わ
た
り
適
正
に
配
置
さ
れ
□
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
有
機
的
に
連
携
し
つ
つ
そ
の
特
性
を
生
か
し
て
発
展
し



 

  
 

四

て
い
る
社
会
を
い
う
□
□
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
□
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４ 
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
の
推
進
に
当
た
□
て
は
□
特
別
市
の
設
置
に
よ
り
当
該
特
別
市
の
区
域
を
包
括
し
な

く
な
□
た
都
道
府
県
及
び
当
該
都
道
府
県
が
引
き
続
き
包
括
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
の
事
務
の
円
滑
な
処
理
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

５ 

特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
の
推
進
に
当
た
□
て
は
□
特
別
市
の
住
民
の
意
見
が
そ
の
行
政
運
営
に
適
切
に
反
映

さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
国
の
責
務
等
□ 

第
四
条 

国
は
□前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
□
と
り
□
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
□ 

２ 

国
は
□
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
を
推
進
す
る
に
当
た
□
て
は
□
地
方
公
共
団
体
の
意
見
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

 

□
地
方
公
共
団
体
の
責
務
□ 

第
五
条 

地
方
公
共
団
体
は
□
第
三
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
□
と
り
□
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
の
推
進
に
協

力
す
る
責
務
を
有
す
る
□ 



  
 

五

 
□
法
制
上
の
措
置
等
□ 

第
六
条 

政
府
は
□
次
章
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
□
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
を
推
進
す
る
も
の
と
し
□
こ

の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
□
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□

必
要
と
な
る
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

第
二
章 

基
本
方
針 

 

□
特
別
市
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
区
分
□ 

第
七
条 

特
別
市
は
□
地
方
自
治
法
第
一
条
の
三
第
一
項
の
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

□
特
別
市
の
設
置
の
手
続
□ 

第
八
条 

政
府
は
□
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
□
特
別
市
の
設
置
の
手
続
に
関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

特
別
市
の
設
置
は
□
当
該
特
別
市
の
設
置
に
係
る
関
係
指
定
都
市
等
及
び
関
係
都
道
府
県
が
共
同
し
て
す
る
申
請
に
基

づ
き
□
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
経
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

二 

前
号
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
関
係
指
定
都
市
等
及
び
関
係
都
道
府
県
は
□
当
該
申
請
に
当
た
□
て
は
□
あ
ら
か
じ
め
□

次
に
掲
げ
る
手
続
を
経
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 



 

  
 

六

 
 

イ 

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
別
市
の
名
称
及
び
区
域
そ
の
他
の
特
別
市
の

設
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
協
定
書
□
ロ
に
お
い
て
□
特
別
市
設
置
協
定
書
□
と
い
う
□
□
の
作
成
そ
の
他

特
別
市
の
設
置
に
関
す
る
協
議
を
行
う
協
議
会
□
ロ
に
お
い
て
□
特
別
市
設
置
協
議
会
□
と
い
う
□
□
を
設
置
す
る
こ

と
□ 

 
 

ロ 

特
別
市
設
置
協
議
会
が
作
成
し
た
特
別
市
設
置
協
定
書
に
つ
い
て
□
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
□ 

 

三 

全
て
の
関
係
指
定
都
市
等
及
び
関
係
都
道
府
県
の
議
会
に
お
い
て
前
号
ロ
の
承
認
が
得
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
□
第
一

号
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
関
係
指
定
都
市
等
は
□
当
該
申
請
に
当
た
□
て
は
□
あ
ら
か
じ
め
□
特
別
市
の
設
置
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
人
の
投
票
に
付
し
□
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
有
効
投
票
の
総
数
の
過
半
数
の
賛
成
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

四 

前
号
の
選
挙
人
の
投
票
の
手
続
に
つ
い
て
は
□
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
□
公
職
選
挙
法
□
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
□
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
同
号
の
選
挙
人

の
投
票
の
期
日
の
告
示
の
日
か
ら
当
該
期
日
ま
で
の
期
間
と
□
関
係
指
定
都
市
等
及
び
関
係
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の

一
般
選
挙
及
び
長
の
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
か
ら
当
該
期
日
ま
で
の
期
間
と
は
□
重
複
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
□ 



  
 

七

 
□
特
別
市
の
組
織
□ 

第
九
条 

政
府
は
□
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
□
特
別
市
の
組
織
に
関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

議
会
並
び
に
市
長
及
び
副
市
長
そ
の
他
執
行
機
関
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

二 

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
□
条
例
で
□
そ
の
区
域
を
分
け
て
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

三 

前
号
の
区
に
□
市
長
が
議
会
の
同
意
を
得
た
上
で
選
任
す
る
区
長
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

四 

議
会
に
□
第
二
号
の
区
ご
と
に
当
該
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
で
構
成
さ
れ
る
常
任
委
員
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ

と
□ 

 

□
特
別
市
の
事
務
等
□ 

第
十
条 

政
府
は
□
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
□
特
別
市
の
事
務
に
関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

特
別
市
は
□
地
域
に
お
け
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
で
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第
五
項
に
お
い
て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

事
務
の
う
ち
市
町
村
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
も
の
そ
の
他
都
道
府
県
が
包
括
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
に
関
し
て

行
う
も
の
を
除
く
□
□
を
処
理
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 



 

  
 

八

 
二 

特
別
市
は
□
そ
の
事
務
で
広
域
に
わ
た
り
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
の
処
理
に
当
た
□
て
は
□
都

道
府
県
と
必
要
な
連
携
及
び
調
整
を
図
る
も
の
と
し
□
必
要
に
応
じ
て
□
都
道
府
県
と
共
同
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

三 

特
別
市
は
□
そ
の
周
辺
の
市
町
村
又
は
特
別
区
を
含
む
地
域
全
体
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
事
務
の
処
理
に
当
た
□
て

は
□
当
該
市
町
村
又
は
特
別
区
と
の
広
域
的
な
連
携
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

□
特
別
市
の
設
置
に
当
た
□
て
必
要
と
な
る
措
置
□ 

第
十
一
条 

政
府
は
□次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
□特
別
市
の
設
置
に
当
た
□
て
必
要
と
な
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
施
策
に
関
す
る
行
政
を
推
進
す
る
た
め
□
国
及
び
都
道
府
県
が
相
互
に
連
携
及

び
調
整
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 

二 

特
別
市
及
び
当
該
特
別
市
の
設
置
に
よ
り
当
該
特
別
市
の
区
域
を
包
括
し
な
く
な
□
た
都
道
府
県
相
互
間
の
財
源
の
均

衡
化
を
図
る
た
め
の
財
政
の
調
整
に
関
す
る
制
度
そ
の
他
の
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
□
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 
 

 

附 

則 



  
 

九

 
こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 





  
 

一
一

 
 

 
 
 

理 

由 

 

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
□
人
口
の
減
少
そ
の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
□

指
定
都
市
と
都
道
府
県
と
の
役
割
分
担
等
が
不
明
確
な
状
態
が
解
消
さ
れ
て
地
方
公
共
団
体
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
行
政
運

営
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
□
地
方
の
発
展
の
拠
点
と
な
る
地
域
に
お
け
る
都
市
機
能
が
増
進
さ
れ
る
よ
う
□
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
新
た
な
大
都
市
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
□
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
□
特
別
市
の
設
置
に
係
る
制
度
の
整
備
に

つ
い
て
□
そ
の
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
□
こ
れ
を
総
合
的
か
つ
集
中
的

に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
□ 
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